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国立大学法人岡山大学職員俸給の調整額支給内規 

 

平成２８年１１月２９日  

学     長    裁     定  

改正 平成３０年 １月３０日  

改正 平成３０年１２月 ４日  

改正 令和 元年１２月 ２日  

改正 令和 ４年１２月 １日  

改正 令和 ５年 １月２６日  

 

 （趣旨） 

第１条 国立大学法人岡山大学職員給与規則（平成１６年４月１日岡大規則第１４号。以 
下「給与規則」という。）第３条に定める俸給の調整額の支給については，別に定める 
場合を除き，この内規に定めるところによる。 

 （調整基本額） 

第２条 給与規則第３条第２項に別に定める調整基本額は，俸給表及び職務の級に応じて， 
次表に定める額とする。 

 

イ 一般職員俸給表（一） 

職務の級 調  整  基  本  額 

１  級  ６，６００円 

２ 級  ８，５００円 

３ 級  ９，６００円 

４ 級  １０，２００円 

５ 級  １０，６００円 

６ 級  １１，２００円 

７ 級  １２，１００円 

８ 級  １２，７００円 

９ 級  １４，３００円 

10 級  １５，９００円 

 

ロ 一般職員俸給表（二） 

職務の級 調  整  基  本  額 

１  級  ６，０００円 

２ 級  ７，４００円 

３ 級  ８，５００円 

４ 級  ８，７００円 

５ 級  ９，６００円 
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ハ 教育職員俸給表（一） 

職務の級 調  整  基  本  額 

１  級  ９，０００円 

  ただし，１号俸８，００５円，２号俸８，１００円， 

 ３号俸８，１９０円，４号俸８，２８０円，５号俸８，３６１円， 

６号俸８，４６９円，７号俸８，５７７円，８号俸８，６８５円， 

９号俸８，７９７円，10 号俸８，９１０円 

２ 級  １０，５００円 

ただし，１号俸９，９０４円，２号俸１０，００８円， 

 ３号俸１０，１０７円，４号俸１０，２０６円，５号俸１０，３００円， 

 ６号俸１０，３９５円，７号俸１０，４９４円 

３  級  １１，９００円 

４ 級  １２，７００円 

５ 級  １５，０００円 

 

ニ 教育職員俸給表（二） 

職務の級 調  整  基  本  額 

１  級  ９，０００円 

  ただし，１号俸７，３９８円，２号俸７，４６５円， 

 ３号俸７，５３３円，４号俸７，６００円，５号俸７，６７２円， 

 ６号俸７，７５８円，７号俸７，８３９円，８号俸７，９２０円， 

 ９号俸７，９９６円，10 号俸８，０９１円，11 号俸８，１８１円， 

 12 号俸８，２６６円，13 号俸８，３５２円，14 号俸８，４４６円， 

 15 号俸８，５４１円，16 号俸８，６３５円，17 号俸８，７３４円， 

 18 号俸８，８３８円，19 号俸８，９５０円 

２  級  １１，１００円 

ただし，１号俸９，３３３円，２号俸９，４０９円， 

 ３号俸９，４８１円，４号俸９，５５８円，５号俸９，６３９円， 

 ６号俸９，７１１円，７号俸９，７８７円，８号俸９，８５９円， 

 ９号俸９，９４０円，10 号俸１０，０２６円，11 号俸１０，１１１円， 

 12 号俸１０，１９７円，13 号俸１０，２６４円，14 号俸１０，３５４円， 

 15 号俸１０，４４４円，16 号俸１０，５３４円，17 号俸１０，６１５円， 

 18 号俸１０，７３７円，19 号俸１０，８５８円，20 号俸１０，９８０円，

21 号俸１１，０９７円 

特２級 １１，５００円 

３ 級  １１，９００円 

４ 級  １３，１００円 
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ホ 医療職員俸給表 

職務の級 調  整  基  本  額 

１  級  ６，２００円 

２ 級  ８，０００円 

３ 級  ９，１００円 

４ 級  ９，７００円 

５ 級  １０，５００円 

６ 級  １１，３００円 

７ 級  １２，２００円 

８ 級  １３，８００円 

 

ヘ 看護職員俸給表 

職務の級 調  整  基  本  額 

１  級  ８，１００円 

  ただし，１号俸７，６４５円，２号俸７，７０８円， 

 ３号俸７，７７６円，４号俸７，８３９円，５号俸７，９０２円， 

 ６号俸７，９６９円，７号俸８，０３７円 

２ 級  ９，４００円 

ただし，１号俸８，８６５円，２号俸８，９５０円， 

  ３号俸９，０４０円，４号俸９，１２６円，５号俸９，２２０円，   
６号俸９，３１０円 

３ 級  ９，７００円 

４ 級  １０，０００円 

５ 級  １０，４００円 

６ 級  １１，６００円 

７ 級  １２，５００円 

 

 （定年延長適用後の調整基本額） 

第３条 前条の規定にかかわらず，給与規則附則（令和５年４月１日施行）第４項の規定

の適用を受ける職員の調整基本額は，俸給表及び職務の級に応じて，次表に定める額と

する。 
 

イ 一般職員俸給表（一） 

職務の級 調  整  基  本  額 

１  級  ４，６００円 

２ 級  ６，０００円 

３ 級  ６，７００円 

４ 級  ７，１００円 
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５ 級  ７，４００円 

６ 級  ７，８００円 

７ 級  ８，５００円 

８ 級  ８，９００円 

９ 級  １０，０００円 

10 級  １１，１００円 

 

ロ 一般職員俸給表（二） 

職務の級 調  整  基  本  額 

１  級  ４，２００円 

２ 級  ５，２００円 

３ 級  ６，０００円 

４ 級  ６，１００円 

５ 級  ６，７００円 

 

ハ 教育職員俸給表（一） 

職務の級 調  整  基  本  額 

１  級  ６，３００円 

  ただし，１号俸５，６００円，２・３号俸５，７００円， 

 ４号俸５，８００円，５・６号俸５，９００円，７号俸６，０００円， 

８号俸６，１００円，９・１０号俸６，２００円 

２ 級  ７，４００円 

ただし，１号俸６，９００円，２号俸７，０００円， 

 ３・４号俸７，１００円，５号俸７，２００円，６・７号俸７，３００円 

３  級  ８，３００円 

４ 級  ８，９００円 

５ 級  １０，５００円 

 

ニ 教育職員俸給表（二） 

職務の級 調  整  基  本  額 

１  級  ６，３００円 

  ただし，１・２号俸５，２００円，３・４号俸５，３００円， 

 ５・６号俸５，４００円，７・８号俸５，５００円， 

９号俸５，６００円，10・11 号俸５，７００円， 

12・13 号俸５，８００円，14 号俸５，９００円， 

 15・16 号俸６，０００円，17 号俸６，１００円，18 号俸６，２００円 

２  級   ７，８００円 

ただし，１号俸６，５００円，２・３号俸６，６００円， 
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 ４・５号俸６，７００円，６号俸６，８００円， 

７・８号俸６，９００円，９・10 号俸７，０００円， 

11・12 号俸７，１００円，13・14 号俸７，２００円， 

 15 号俸７，３００円，16・17 号俸７，４００円，18 号俸７，５００円， 

 19 号俸７，６００円，20 号俸７，７００円 

特２級  ８，１００円 

３ 級   ８，３００円 

４ 級   ９，２００円 

 

ホ 医療職員俸給表 

職務の級 調  整  基  本  額 

１  級  ４，３００円 

２ 級  ５，６００円 

３ 級  ６，４００円 

４ 級  ６，８００円 

５ 級   ７，４００円 

６ 級   ７，９００円 

７ 級   ８，５００円 

８ 級   ９，７００円 

 

ヘ 看護職員俸給表 

職務の級 調  整  基  本  額 

１  級  ５，７００円 

  ただし，１・２・３号俸５，４００円， 

４・５号俸５，５００円，６・７号俸５，６００円， 

２ 級  ６，６００円 

ただし，１号俸６，２００円，２・３号俸６，３００円， 

  ４号俸６，４００円，５・６号俸６，５００円 

３ 級  ６，８００円 

４ 級   ７，０００円 

５ 級   ７，３００円 

６ 級   ８，１００円 

７ 級   ８，８００円 

 

附 則 

 この内規は，平成２８年１２月１日から施行する。ただし，この内規の施行の日に在職

する職員については，この内規の規定を平成２８年４月１日から適用する。 
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附 則 

 この内規は，平成３０年２月１日から施行する。ただし，この内規の施行の日に在職す

る職員については，この内規の規定を平成２９年４月１日から適用する。 

 

附 則 

 この内規は，平成３０年１２月４日から施行する。ただし，平成３０年１２月１日に在

職する職員については，この内規の規定を平成３０年４月１日から適用する。 
 

附 則 

 この内規は，令和元年１２月２日から施行する。ただし，令和元年１２月１日に在職す

る職員については，この内規の規定を平成３１年４月１日から適用する。 

 

附 則 

 この内規は，令和４年１２月１日から施行する。ただし，令和４年１２月１日に在職す

る職員については，この内規の規定を令和４年４月１日から適用する。 

 

附 則 

 この内規は，令和５年４月１日から施行する。 

 


